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知的・精神的に強靱な資質と高度な法的学識と能力を備えるとともに，高度な倫理観を持ち，

社会の法的なニーズに応じたリーガル・サービスを提供できる専門職業人としての法律専門家

を養成し，もって法の支配の貫徹した公正な日本社会の構築に寄与する。

教 育 理 念

教 育 目 標

1.実力ある法律専門家の養成
● 法律についての高度な専門的知識
● 状況に即応できる柔軟な思考
● グローバルに活動できる国際的な視野

2.人格高潔な見識ある法律専門家の養成
● 幅広い教養と高い倫理性
● 専門職業人（プロフェッション）としての任務に
　対する深い自覚

3.「社会生活上の医師」たる法律専門家の養成
● リーガル・サービスを必要とする社会各層の要請に対応
● 人間と社会に対する深い関心・理解力・洞察力

4.対話力に優れた法律専門家の養成
● 人の絆を大切にする対話力
● 人の心の痛みが分かる共感力
● 人をリスペクトする包容力

　広島大学法科大学院（大学院人間社会科学研究科実務法学専攻）は，篤実な法曹として紛争解決等を

通じて社会に貢献できる人材を育成・輩出するため，単に学習成果を追い求めるのではなく，

省察による知性の錬磨という「学び」の徳性を身に修めながら，学修の転移（転用）から創造性・柔軟性に

富んだ法的論理思考を展開することで学修到達度を飛躍的に高める教育を実践しています。

　皆さんの中には，これまで節目節目でペーパー試験等により学力が判定されてきたため，間違いは許されないと，

間違いを極端に恐れる傾向があるように見受けられます。そうなると持てる才能や能力を十二分に発揮できない，

あるいはそれらを錬磨できないのです。間違いを恐れると新たなことに挑戦できなくなるからです。

　間違いは失敗です。しかし，失敗として諦めてしまわなければ必ず成功を生み出します。失敗から学ぶからです。

これまでの受験勉強等では必ず正解を求め，間違いから学ぶのではなく，正解を覚えさせています。

これは「学び」の機会を奪っているのではないでしょうか。

　皆さんは法曹を目指して新たな挑戦を志していらっしゃるのですから，その挑戦が自らを高めていくことにつながらなければ，

挑戦した意味がなくなってしまいます。挑戦には失敗がつきものであって，いくつ失敗してもそのたびに学び，

それを別の学びに転移させることでより多くの学修成果を得られます。そこでは自らの

主体的・積極的な学びの工夫が考え出され，実践を通じて研ぎ澄まされていくでしょう。

　一つの才能も持たない方はいらっしゃいません。才能がないという思いも，間違いを恐れることから

自らが自らに課した制約にすぎません。他人の目を気にして，その評価に一喜一憂して生きるのでは誰の

人生なのかわかりません。新たなことに挑戦し学びを深くして自らの才能を輝かし，自らの夢を実現しながら

豊かな日々を創造しましょう。

　法曹を目指す本学での学修においてこれを打ち破って目標を実現しましょう。

広島大学法科大学院では，すべての教職員が皆さんのその努力を応援し支えてまいります。

　皆さん，一緒に頑張りましょう。

学びの姿勢を転換し持てる才能を活かせ！

実務法学専攻長
広島大学大学院人間社会科学研究科



オリジナルの教育プログラム・学修指導メソッド

●学修力育成プロセス

●統合型教育プログラム ●思考法トレーニング

　社会に生起する様々な事象を法的にとらえ，予防や解決への見通しをたてて方針を示し，それを実践していく，
そのためには理論面と実務面からの探求が不可欠であり，皆さんは，日々，広島大学法科大学院で，実務法曹に
必要な勉学に励まれていることと思います。
　さて，社会の多様化，複雑化に伴って，実務法曹の役割については，個別救済とともに，社会全体に対する働き
かけをしていくことの重要性が増しています。このような中，新型コロナウイルスのパンデミックにより，私たちは，
個人生活や社会全般において，これまで見えなかったり見てこなかったりしたものに気づかされることとなりまし
た。そして，このことに伴い，今，権利保障や社会のありようそのものを問い直すことも必要とされています。これか
ら法曹実務に携わることになる皆さんに対して，是非，このような視点からの研鑽もお願いしたいと思います。
　広島弁護士会は，実務に精通した弁護士を，実務家教員，客員教員として広島大学法科大学院に送り出してき
ました。また，多くの法律事務所は，エクスターンシップとして，皆さんを受け入れ，サマースクールでは，若手弁護
士が初学者向けの勉強会を開催してきました。そして，今では，広島大学法科大学院で学んだ弁護士が広島弁護
士会に登録し，地元広島において，権利保障と社会的正義の実現のための取り組みをし，活躍をしています。
　広島弁護士会は，皆さんが，実務法曹として，一緒にリーガルサービスや社会的活動に携わる日が来ることを心
待ちにしています。

池上　忍
広島弁護士会会長

法曹を志す皆さんへ

新カリキュラムにおける
学修力育成プロセス

組織的教育改善の強化
①統合教育プログラム
②学修コーチングシステム
③共通的到達目標の科目間
引継による確実な達成
④学生カルテによる，一貫した
教育指導の徹底

導入教育

学修法・法的思考法
の基礎修得

学修法
つなぎ教育

実力養成演習科目
による学修力の強化

総合演習科目による
学修力完成度
チェック

レベル対応
演習科目による
学生個々の

学修力の錬成強化

１年次

２年次

３年次

「知識を使えるように
理解・整理する」
インプット法の修得

要件効果型思考，
三段論法，法解釈方法等

の修得

「事例解決のために
知識を使う」

アウトプットの強化

事例の見極め力，
知識活用力の錬成

広島弁護士会からのメッセージ

知識の理解，定着と活用の一体化を目指す
教育内容・方法を取り込んでデザインされた授業を実践します。

現代人に必要な教養の１つである哲学的思考を実修し
智慧獲得のプロセスを学んで知識の自在な整理法を修得します。

いつでも使える状態での知識の整理と定着

授業
概念定義とモデル的概念操作
知識のプロセス的理解

復習
知識の定着

予習
知識の獲得
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学修の転移・活用

類推か区別か

基礎・基本
原理・原則の
正確な理解

全体像把握
概念相互の
関係性理解

A事案の処理
制度理解
結論導出

事案把握
条文解釈

B事案の
処理方法？

紛争解決プロセスと関係づけた知識の定着
紛争解決ルールとしての機能 　紛争解決へのヒントとなる機能



理 論 と 実 務 の 架 橋 。生 き た 知 識 を 伝 える 教 員 ス タッ フ。
《  2 0 2 1 年 度  教 員 スタッフ  》

裁判で使える憲法論を修得しましょう

学びて思わざれば則ち罔し
思いて学ばざれば則ち殆し

ビジネス・ロイヤーを目指そう

「わかったつもり」を乗り越える 論理的に考えよう

より安定した社会生活のために 効率的な学習をサポートします

刑法Ａ，刑法Ａ演習，刑法Ｂ，刑法Ｂ演習，刑法演習１，
重点演習（刑事法１，刑事法２）

秋野 成人
A K I N O  S h i g e t o

研究者教員

人と人とをつなぐ
プロフェッショナルの養成を目指して

アメリカ合衆国における合法性原則や共犯論等を
めぐる法理論の変遷を批判的に分析する。
日本学術会議連携委員。

憲法１，憲法演習１，重点演習（公法１）

新井 誠
A R A I  M a k o t o

研究者教員

議会制（議員特権や両院制）や選挙制度，人々の
安全と自由との関係を研究。近年は諸外国の日本
憲法研究に関心がある。

民事訴訟実務基礎１，民事訴訟実務基礎２，模擬裁判，ローヤリング（模擬調停），
法文書作成，民事法総合演習，重点演習（民事法1）

岩元 裕介
I WAMOTO  Yu s u k e

実務家教員

使用・収益に関する抵当権の効力について，ドイツ
法なども参考に研究している。また，損害賠償請求
や保険金請求を数多く手がけることから，不法行
為法や保険法についても研究している。

会社法１，会社法２，会社法３，民事法総合演習，
重点演習（民事法３），企業金融法

片木 晴彦
KATAG I  H a r u h i k o  

研究者教員

企業の会計および監査制度を中心に現代企業の
ガバナンス及びファイナンスについて研究してい
る。平成17年弁護士登録。平成25年度司法試験
考査委員，平成26年同予備試験考査委員。

法的思考法，法理学

菊池 亨輔
K I K U CH I  K y o s u k e

研究者教員

法的思考，とりわけ裁判等において法律家が行う
理由づけの在り方と技法について，法理学の立場
から研究している。

民事訴訟実務基礎１，民事訴訟実務基礎２，模擬裁判，
ローヤリング，法文書作成，民事法総合演習

小濱 意三
KOHAMA  S h i n z o

実務家教員

平成15年まで弁護士として，一般民事を中心に，
行政事件，公的サービサーの支援など幅広い分野
に携わった。最高裁での逆転勝訴判決３件。平成
20年に弁護士再登録。

民法１A，民法４，民法演習１B，
重点演習（民事法1）

神野 礼斉
J I N NO  R e i s e i

研究者教員

民法の家族法分野を研究対象とする。社会が大き
く変化し，家族も多様化する中で，子どもや高齢者
も含めて家族成員が安心して生活することのでき
る法制度が必要だと考えている。

商事法演習１A，商事法演習１B，商事法演習２A，
商事法演習２B，重点演習（民事法３），企業決済法

周田 憲二
S U DA  K e n j i

研究者教員

研究テーマは会社の組織再編。外部組織の監査
に関与する機会を得て，内部統制にも興味を持っ
ている。

説得の技法を身につけよう

法曹倫理１，法曹倫理２，刑事訴訟実務基礎，
重点演習（刑事法１，刑事法４）

田上 剛
TANOU E  T s u y o s h i  

実務家教員

平成５年に弁護士登録し，刑事，民事，家事，行政
等の事件を取り扱う。広島弁護士会副会長，刑事
弁護センター委員長等を歴任。

条文に基づく事実処理の練習です

民法３，民法演習１A，民法演習３A，民事法総合演習，
重点演習（民事法2），アジア法１，アジア法２

田村 耕一
TAMUR A  K o i c h i

研究者教員

担保制度や売買の問題につきドイツ法との比較に
基づく研究に取り組んできた。近時は，金融政策や
行動経済学と法学の関係に関心を持っている。



広島大学法科大学院はここが違う

　平成28年３月に完成した東千田未来創生センターを含む様々な講義室で講義・演習が行われます。

綺麗な校舎。キャンパスは，世界平和発信の地である
広島市中心部（中区）にあります。

　司法試験延べ合格者数194名

カリキュラム刷新。アウトプット系科目重視の，
新たな積み上げ方式（ターム制）
“意識付けの効いた学びで活用できる知識を得る。”

オーダーメイド型勉学プラン
“自分の勉学の特性を生かせるプランで目に見える成果を。”
　法科大学院の長による入学時面談や，学期末の面談，進級後面談等のきめ細やかな面談を通じて，学修成果を向上
させるための勉学法を個別的にアドバイスします（オーダーメイド型勉学プランの提示）。もちろん，最終的には皆さん自
身が主体的に考え工夫して，自分に最適な勉学法を編み出していくわけですが，本学は，それをしっかりと支える指導シ
ステムを取り入れています。

トリプルチューター制度　
“いろいろな角度からの有益なアドバイスが道を拓く。”
　入学時から専任教員3名が担当チューターです。各学期末に行われる面談や授業後に，学生生活に関するあ
らゆる相談ができます。複式クラスに近いグループ制で，同輩や先輩後輩と親睦を深める機会もあります。

!

　少人数制なので，授業はきめ細やか｡スムーズに学修できるよう独自の給付型奨学金があります
〔広島大学法科大学院奨学金（入学時：1人当たり最大30万円，在学時：成績に応じて3年間最大27万円）〕。

少人数制（15人程度）のきめ細やかな授業，
スムーズに学修できる教育体制整備
“じっくりと法曹のプロになるための学びを身に付ける。”

写真提供：広島県
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　綺麗な校舎・世界平和発信の地「広島市」中心部（中区）のキャンパス。独自の給付型奨学金，複数教員が
学修を支えるトリプルチューター制度。徹底した少人数教育で司法試験も修習も視野に緻密な法的思考力
を養成。神戸大学法科大学院と教育連携し，4学期制での凝縮した新カリキュラムを構築。ハイレベルな
ケースメソッドでの産学官連携授業も開講。自習室の専用机は修了後も司法試験合格まで利用可能。

!

　授業の理解を深めるとともに，基本・基礎を核として知識を結び付けていく学修法や，基本書や判決文等を緻密
に読み込むための読解法などを洗練させるために，在学生及び修了生向けに若手弁護士による学修フォローゼミ
を開設しています。
　担当弁護士は，広島大学法科大学院のみならず，神戸大学法科大学院修了弁護士も加わっています。地方での内向き
傾向の学修姿勢を打破し，全国水準で求められる学修到達レベルを確認し，広い視野をもって高い学修力を獲得できる
よう自らをブラッシュアップする場となっています。

若手弁護士〔リーガルフェロー（客員教員）〕による
学修フォロー課外ゼミ
“３６５日いつでも使える専用室で徹底的に議論しよう。”

　セキュリティカードで365日，早朝6時～深夜24時まで利用できる書架付専用自習机及び専用ロッカーを完備。
さらに，授業後に先輩，同輩とランチタイムミーティングができる電気ポット，冷蔵庫のある談話室，自主ゼミを行う
グループ学習室3室，弁護士等ゼミ専用室，スタンディングデスク，学習用ソファー，ハイパーテーション学習机，
ローパーテーション集合自習室。学生の学習意欲をチームで引き出す仕組みがあります。これらは，修了後も司法
試験合格まで使用できます。

様々な学習スタイルに対応した勉学に集中できる
全国屈指7種の自習室

　全教員が毎週オフィスアワーを実施しています。授業のフォロー，個別学習指導等をご活用ください。
　学生定員60名に対し，専任教員数が19名。オフィスアワーを活用して，頻繁に授業のフォロー，個別学習指導等を充
分に受けることができます。Ｅメール等で質問することもできます。

オフィスアワーの開設　
“ノックすれば，あなたのどんな疑問も残さない個別指導の場。”
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※新型コロナウイルス感染拡大の影響により,自習室は一時利用を制限しています。



高め合う場がここにある 考え方を習得する

社会に貢献する法律家を目指して
ともに頑張りましょう

前提を疑う

盤石の基礎を築く 基本をふまえた実ある解釈論を

人間らしい働き方を考える問題解決能力を体得する

民法演習２A，民法演習２B，民法演習４，
民事法総合演習

野田 和裕
NODA  K a z u h i r o

研究者教員

民法，特に金融担保法，消費者法に関する研究に
取り組む一方，国際物品売買条約などの国際ルー
ルと民法の比較研究にも取り組む。

法曹倫理１，法曹倫理２，民事訴訟実務基礎１，
民事訴訟実務基礎２，模擬裁判，ローヤリング，法文書作成

野田 隆史
NODA  T a k a s h i

実務家教員

広島弁護士会副会長，消費者問題対策委員会
委員長，倒産ワーキンググループ座長を歴任し，現
在は日弁連倒産法制等検討委員会委員。

刑法C，刑法C演習，刑法演習２，刑事法総合演習

日山 恵美
H I YAMA  Em i

研究者教員

医療事故や海上交通事故を素材とした刑事過失
論および海上犯罪に対する刑事規制のあり方に
ついて取り組んでいる。

行政法１，行政法２，公法総合演習，
重点演習（公法1，公法2）

福永 実
F U K UNAG A  M i n o r u

研究者教員

これまで土地・都市・海をめぐる公法学的研究に取
り組んできた。最近は制定法解釈論の日米比較研
究に関心を持っている。現在，広島市行政不服審
査会委員など。

刑事訴訟法１，刑事訴訟法１演習，刑事訴訟法２，
刑事訴訟法２演習，刑事法総合演習，重点演習（刑事法３）

堀田 尚徳
HO T TA  H i s a n o r i

研究者教員

逮捕・勾留されている被疑者を身体拘束から解放
するための制度をどのように活用するか，というテー
マを中心に研究している。

憲法２，憲法演習２，公法総合演習，重点演習（公法2）

門田 孝
MOND EN  T a k a s h i

研究者教員

主として人権の基礎理論および人権の国際的保障
の問題を，比較法的考察をふまえつつ行っている。
日本公法学会理事，国際人権法学会理事など。

労働法１，労働法２，労働法演習，社会保障法

山川 和義
YAMAKAWA  K a z u y o s h i

研究者教員

高齢者雇用法制のあり方を中心に研究している。
現在，広島県労働委員会公益委員。

民事訴訟法, 民事手続法１, 民事手続法２,     
重点演習（民事法１）, 民事執行保全法, 民事法総合演習

安永 祐司
YA S UNAG A  Yu j i

研究者教員

法を実現するために裁判所が如何なる役割を果た
すべきかという問題について，様々な観点から検討
を進めている。

法曹界のプロになろう

民法１B，民法２，民法演習３B，
重点演習（民事法1）

油納 健一
Y UNO  K e n i c h i

研究者教員

物権法においては占有，債権法においては不当利
得を，ドイツ法を比較対象としながら研究している。

税 法

刑事訴訟実務基礎
債 権 回 収 法

芥川　　宏
板倉　集一
伊藤　　建
大島　義則
川崎　信文
小梁　吉章
仲田　誠一

中林　啓一
並川　雄一
畑　　浩人
原田　武彦
廣瀬　裕亮
藤本　利一
風呂橋　誠

公法実務基礎

倒産処理法１

消 費 者 法

政 治 学

法 社 会 学

倒産処理法２

国際私法・取引法
不動産登記法知的財産法１・２

公法総合演習，重点演習（公法２）

特 任 教 員

客 員 教 員

大学院人間社会科学研究科附属リーガル・サービス・センター 山田　 　幸



広島大学東千田地区支援室　法科大学院担当
TEL：082-542-7087　FAX：082-542-6964
E-Mail／houmu-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

最新の情報は
ホームページで
ご覧ください。

問合せ先

〒730-0053  広島市中区東千田町1丁目1-89（東千田キャンパス）

紹介動画は
こちら

主なアクセス方法

■空港リムジンバス

■市内電車

■広島バス

広島駅新幹線口行または広島バスセンター行で終点下車,市内電車またはバス乗換え。

1番,紙屋町経由広島港行で約30分,日赤病院前下車,徒歩約3分。

50号（東西線），御幸橋経由アルパーク行で約15分，日赤病院前下車，徒歩約3分。
301号（まちのわループ左回り），県病院前方面行で約16分，日赤病院前下車，徒歩約3分。

JR広島駅から

広島空港から

高速無線LANや自習室のコンセン
ト等，ICT環境が整っています。マ
イクロソフトofficeやウイルス対策
ソフト無料提供は助かります。

未修コースで入学して不安でした
が，授業でわからないことがあった
ら，法科大学院を修了した若手弁
護士さんのフォローゼミで気軽に
質間できました。

入学時の事前学修課題にしっかり
取り組んだ結果，給付型の広島大
学法科大学院奨学金を獲得しまし
た。事前課題にまじめに取り組ん
でよかったです。

大都市で，色々便利で
すが，治安も良いし中国
地方は家賃が安い。

新司法試験合格経験の
ある若手教員もいるの
で，試験に関する悩み相
談などもしています。

自習室に設置されている
PCが使いやすくて便利で
す。判例のプリントアウト
も枚数制限なしです。

自宅と大学がドアtoドアで徒歩
10秒なので，365日早朝6時
～深夜24時まで大学の自習室
で学修しています。

先輩や先生，ゼミの若手
弁護士さんも参加する新
入生歓迎会が楽しくて，
すぐに広島大学法科大
学院に馴染めました。

様々なタイプの自習室があ
って，行き詰まったときに環
境を変えて自習できるので
学修効率があがります。

世界平和発信の地の広
島で弁護士をしたいと
思っていたので，広島
大学法科大学院に入学
しました。

学生定員60人に対し専任
教員が19人なので，オフィ
スアワーや授業後に質問が
しやすいです。

How About?
Hiroshima University Law School

Higashisenda campus

学生たちの口コミ

談話室でランチタイムミーティング
しています。先輩達と仲が良いの
でチームとして司法試験に取り組
めています。アットホームな雰囲気
で学修できます。

法科大学院（大学院人間社会科学研究科実務法学専攻）
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